
＊基本ご利用料金表（1日あたり・単位円） 　　　　　　　　　　　　＜地域区分　6 等級　10.33＞

要介護度

＊食事料金表（１食あたり・単位円）

＊

＊

＊

＊
＊

介護職員処遇改善に対する対策を行っている場合

第４段階 市民税　課税

対象者 預貯金要件（夫婦の場合）

生活保護受給者・世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 １０００万以下（2000万円）

世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が８０万以下 ６５０万円以下（１６５０万円）

世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が８０万超１２０万以下 ５５０万円以下（１５５０万円）

世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が１２０万超 ５００万円以下（１５００万円）

世帯に課税者がいる場合・本人が市町村民税者

第３段階① 市民税　非課税

夜間勤務を行う看護・介護職員の数が最低基準を1以上
上回っている場合（要介護1～5までの方対象）

減額制度の手続きの詳細は市区町村役所の介護保険窓口にお問い合わせ下さい。

１）介護保険・介護予防利用料金　　　　　　　　　　　　　　* 基本ご利用料金表に含まれる利用料金

項目 加算単位 料金 内容

常勤職員が75％以上配置されている場合

2,480

3,380

3,451

3,527

3,599

1,890

1,961

2,037

2,109

2,1803,670 3,370

3,080

特別な食事代 1回あたり 実費

第３段階① 第２段階

1,9612,851

2,981

1,310 1,300

第４段階
2,006 1,445

第４段階

3,992

4,122

4,221 2,190

3,151 2,261

3,200 2,337

3,299 2,409

対象電気製品を個人で使用される場合

特別な希望に基づくメニューや食材費

理美容を行った場合

クラブ活動や行事の材料費など

写真代 １枚当たり 実費
日用品費 — 実費
コピー代 １枚あたり 22

希望される写真を購入される場合。

書類複写を希望される場合

希望される日用品を購入される場合

理美容代
1回あたり 実費

教養娯楽費

電気代 1製品1日あたり 55

２）その他の利用料金

居住費 1日あたり 2,006

食費 1日あたり 1,445

項目 加算単位 料金 内容
室料などの費用（入院時の室料）

食材料及び調理費用

ベースアップ等加算に対する対策を行っている場合

送迎 片道につき 190

療養食加算 1食あたり 9 病状に応じて、医師より治療食の提供が必要とされ、
治療食を提供された場合

夜勤職員配置加算Ⅱ 1日あたり 18

ベースアップ等支援加算 介護保険利用料金全体 1.6%

サービス体制強化加算Ⅲ 1日あたり 6

看護体制加算Ⅰ・Ⅳイ １日あたり 4・23

・介護職員処遇改善加算Ⅰ
・介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 介護保険利用料金全体 8.3%

2.3%

利用者に対して送迎を行った場合

常勤看護師を１名以上配置及び１名を加えた数の配置

居住費・食費のご利用者負担額については、以下の基準で減額の制度があります。
区分 課税区分（世帯全員）

第１段階 市民税　非課税

第３段階② 市民税　課税

300

食費 335 480 150 480

4,511

第２段階 市民税　非課税

1,445
朝食 昼食 おやつ 夕食 合計

 ＊別途介護保険利用料金合計額に介護職員処遇改善加算（8.3％）介護職員特定処遇改善加算（2.3％）
ベースアップ等支援加算（1.6％）が加わります。

 ＊30日を超えて短期入所生活介護を利用する場合は、1日につき31円の減額される場合があります。

4,292

4,368

4,440

要介護１ 719

18 6

Ⅰ　4

Ⅳイ
23

要介護２ 790

要介護４ 938

要介護３ 866

第１段階

第２段階
820 600

第３段階①
1,310 1,000

要介護５ 1009
820

要支援２ 671

要支援１ 541

第３段階②

3,151

3,281

1,661

1,7912,091

サービス
利用料

夜勤職員
配置加算Ⅱ

寿老苑ショートステイ　ご利用料金の目安
事業所番号：2374900724

令和4年10月1日 現在

項目 介護保険利用料金 その他の利用料金
サービス体
制強化加算

Ⅲ

看護体制加
算Ⅰ・Ⅳ 居住費 食費 第３段階② 第１段階

自己負担額合計額

（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）＜併設　ユニット型個室＞



要介護度

＊食事料金表（１食あたり・単位円）

＊

＊

＊

＊
＊

＊30日を超えて短期入所生活介護を利用する場合は、1日につき31円の減額される場合があります。

理美容代
1回あたり 実費

理美容を行った場合

教養娯楽費 クラブ活動や行事の材料費など

電気代 1製品1日あたり 55 対象電気製品を個人で使用される場合

特別な食事代 1回あたり 実費 特別な希望に基づくメニューや食材費

２）その他の利用料金

居住費 1日あたり 2,006 室料などの費用（入院時の室料）

食費 1日あたり 1,445 食材料及び調理費用

写真代 １枚当たり 実費 希望される写真を購入される場合。

日用品費 — 実費 希望される日用品を購入される場合

コピー代 １枚あたり 22 書類複写を希望される場合

項目 加算単位 料金 内容

夜勤職員配置加算Ⅱ 1日あたり 36
夜間勤務を行う看護・介護職員の数が最低基準を1以上
上回っている場合（要介護1～5までの方対象）

・介護職員処遇改善加算Ⅰ
・介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 介護保険利用料金全体

8.3%
2.3％

介護職員処遇改善に対する対策を行っている場合

ベースアップ等支援加算 介護保険利用料金全体 1.60% ベースアップ等支援加算に対する対策を行っている場合

サービス体制強化加算Ⅲ 1日あたり 12 常勤職員が75％以上配置されている場合

看護体制加算Ⅰ・Ⅳ １日あたり 8・46 常勤看護師を１名以上配置及び１名を加えた数の配置

送迎 片道につき 380 利用者に対して送迎を行った場合

療養食加算 1食あたり 17
病状に応じて、医師より治療食の提供が必要とされ、
治療食を提供された場合

第３段階② 市民税　非課税

減額制度の手続きの詳細は市区町村役所の介護保険窓口にお問い合わせ下さい。

１）介護保険・介護予防利用料金　　　　　　　　　　* 基本ご利用料金表に含まれる利用料金
項目 加算単位 料金 内容

第４段階 市民税　課税

世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が１２０万超

世帯に課税者がいる者・本人が市町村民税課税者

500万円以下（1500万円）

第２段階 市民税　非課税

第３段階① 市民税　非課税

居住費・食費のご利用者負担額については、以下の基準で減額の制度があります。
区別 課税区分（世帯全員）

第１段階 市民税　非課税

世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が８０万超１２０万以下

生活保護受給者・世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が８０万以下

対象者 預貯金要件（夫婦の場合）

１０００万以下（２０００万円）

６５０万円以下（１６５０万円）

５５０万円以下（１５５０万円）

食費 335 480 150 480 1,445
朝食 昼食 おやつ 夕食 合計

2,018 5,571

1,438

36 12
Ⅰ　8

Ⅳイ　46

4,991

要介護２ 1,580 5,133

要介護３ 1,732

寿老苑ショートステイ　ご利用料金の目安(2割）
事業所番号：2374900724

令和4年10月1日 現在

項目 介護保険利用料金 その他の利用料金
自己負担額合計額

サービス
利用料

＊基本ご利用料金表（1日あたり・単位円）　　　　　　　　　　　 　＜地域区分　6 等級　10.33＞

＊別途介護保険利用料金合計額に介護職員処遇改善加算（8.3％）介護職員特定処遇改善加算（2.3％）
ベースアップ等支援加算（1.6％）が加わります。

（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）＜併設　ユニット型個室＞

夜勤職員
配置加算Ⅱ

サービス体制
強化加算Ⅲ

看護体制加算
Ⅰ・Ⅳ 居住費 食費

(概算）

要支援１ 1,082

2,006 1,445

4,533

要支援２ 1,342 4,793

要介護１

5,285

要介護４ 1,876 5,429

要介護５



要介護度

＊食事料金表（１食あたり・単位円）

減税制度の手続きの詳細は市町村役所の介護保険窓口にお問合せ下さい。

＊

＊

＊

＊
＊

ベースアップ等支援加算 介護保険利用料金全体 1.6% ベースアップ等加算に対する対策を行ってい場合

寿老苑ショートステイ　ご利用料金の目安(3割）
事業所番号：2374900724

第４段階 市民税　課税 世帯に課税者がいる者・本人が市町村民税課税者

対象者

生活保護受給者・世帯全員が市町村民税非課税である老齢年金受給者

世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が８０万以下

預貯金要件（夫婦の場合）

1000万以下（２０００万円）

650万円以下（１６５０万円）

５５０万円以下（１５５０万円）

５００万円以下（１５００万円）世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が１２０万超

世帯全員が市町村民税非課税であって、かつ本人年金等収入が８０万超120万以下

＊30日を超えて短期入所生活介護を利用する場合は、1日につき31円の減額される場合があります。

＊基本ご利用料金表（1日あたり・単位円） 　　　　　　　　　　　　　　＜地域区分　6 等級　10.33＞

第２段階 市民税　非課税

第３段階① 市民税　非課税

居住費・食費のご利用者負担額については、以下の基準で減額の制度があります。
区分 課税区分（世帯全員）

22 書類複写を希望される場合

理美容代
1回あたり 実費

理美容を行った場合

教養娯楽費 クラブ活動や行事の材料費など

電気代 1製品1日あたり 55 対象電気製品を個人で使用される場合

特別な食事代 1回あたり 実費 特別な希望に基づくメニューや食材費

２）その他の利用料金

居住費 1日あたり 2,006

写真代 １枚当たり 実費 希望される写真を購入される場合。

日用品費 — 実費 希望される日用品を購入される場合

コピー代 １枚あたり

室料などの費用（入院時の室料）

食費 1日あたり 1,445 食材料及び調理費用

項目 加算単位 料金 内容

夜勤職員配置加算Ⅱ 1日あたり 54
夜間勤務を行う看護・介護職員の数が最低基準を1以上
上回っている場合（要介護1～5までの方対象）

・介護職員処遇改善加算Ⅰ
・介護職員築堤処遇改善加算Ⅱ 介護保険利用料金全体

8.3%
2.3％ 介護職員処遇改善に対する対策を行っている場合

サービス体制強化加算Ⅲ 1日あたり 18 常勤職員が75％以上配置されている場合

看護体制加算Ⅰ・Ⅳ １日あたり 12・69 常勤看護師を１名以上配置及び１名を加えた数の配置

送迎 片道につき 570 利用者に対して送迎を行った場合

療養食加算 1食あたり 25
病状に応じて、医師より治療食の提供が必要とされ、
治療食を提供された場合

第３段階② 市民税　非課税

１）介護保険・介護予防利用料金　　　　　　　　　　* 基本ご利用料金表に含まれる利用料金
項目 加算単位 料金 内容

第１段階 市民税　非課税

食費 335 480 150 480 1,445
朝食 昼食 おやつ 夕食 合計

2,013 5,464

要介護１

6,202

要介護４ 2,814 6,418

要介護５ 3,027 6,631

2,157

54 18
Ⅰ　12

Ⅳｲ　69

5,761

要介護２ 2,370 5,974

要介護３ 2,598

＊別途介護保険利用料金合計額に介護職員処遇改善加算（8.3％）介護職員特定処遇改善加算（2.3％）
ベースアップ等支援加算（1.6％）が加わります。

夜勤職員
配置加算Ⅱ

サービス体制
強化加算Ⅲ

看護体制加
算Ⅰ・Ⅳ 居住費 食費

(概算）

令和4年10月1日 現在

項目 介護保険利用料金 その他の利用料金
自己負担額合計額

サービス
利用料

（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）＜併設　ユニット型個室＞

要支援１ 1,623

2,006 1,445

5,074

要支援２
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